
四国中央市におけるボランティア市民活動推進の流れ 

項目 内           容 

根拠条例 
○平成 17年ボランティア活動推進条例 

○平成 19年ボランティア市民活動センター条例 
【統合】○平成 20年ボランティア市民活動推進条例 

計画 

○平成 18年度第 1次ボランティア市民活動推進計画（計画期間平成 19～23年度） 

○平成 25年度第 2次ボランティア市民活動推進計画（計画期間平成 26～30年度） 

○平成 30年度第 3次ボランティア市民活動推進計画（計画期間平成 31～令和 5年度） 

 

 ●第 3次計画に掲げる 24事業の実施    4つの方策と目標の達成 

ボランティア 

市民活動センター 

○平成 19年 6月ボランティア市民活動センターの開設 

  指定管理者：四国中央市社会福祉協議会 

  期   間：第 1期（平成 19～23年度）、第 2期（平成 24～28年度） 

 

 

 

○平成 29年度から市がボランティア市民活動センターを運営 

 

運営方法の見直し 

資料③ 


